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3． 環境影響評価の項目の選定 

環境影響評価の項目選定は、「環境影響評価等についての技術的事項に関する指針」（平

成11年京都府告示第276号）に基づき、以下のように選定する。 

 

3-1 環境影響要因の抽出 

対象事業の実施に係る環境影響要因は、本事業に係る工事の実施（以下、「工事中」とい

う。）、土地又は工作物の存在及び供用（以下、「供用時」という。）において想定される

事業活動の内容を検討し、抽出した。その結果を表3.1に示す。 

表3.1 環境影響要因の抽出 

環境影響要因 想定される事業活動の内容 

工事の実施 

造成等の工事による一

時的な影響 

事業予定地は開発済の造成地で、排水路、調

整池、搬入路も全て整備済であり既に整地さ

れているが、建設工事に伴い基礎掘削工事が

ある。また建設工事に際して建設副産物の一

時的発生がある。 

建設機械の稼働 基礎工事や工作物の建設工事を実施するた

め、各種建設機械が稼働する。 

資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行 

工事用の資材及び機材の搬出入に際して、工

事用車両の運行がある。 

土地又は工作

物の存在及び

供用 

地形改変後の土地及び

工作物の存在 

新たに工作物が出現する。 

施設の稼働 

 

産業廃棄物焼却施設及び関連施設が稼働す

る。 

施設利用車両の運行 施設利用車両の運行がある。 

 

3-2 環境影響評価の項目の選定 

環境影響評価の項目については、事業特性及び地域特性を勘案して選定した。その結果を

表3.2に示す。 

環境影響評価の対象として抽出した環境要素は、大気質、騒音（低周波音含む）、振動、

悪臭、土壌、景観、廃棄物等、温室効果ガス等の８項目である。 
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表3.2 環境影響評価項目の選定・非選定 

 

影響要因 

の区分 

 

 

 

 

環境要素 

の区分 

工事の実施 
土地又は工作物 

の存在及び供用 

造
成
等
の
工
事
に
よ
る 

一
時
的
な
影
響 

建
設
機
械
の
稼
働 

資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に 

用
い
る
車
両
の
運
行 

地
形
改
変
後
の
土
地
及
び 

工
作
物
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

施
設
利
用
車
両
の
運
行 

環
境
の
自
然
的
構
成
要
素
の
良
好
な
状
態
の
保
持
を
旨
と
し
て
調
査
、
予
測
及
び
評
価
さ
れ
る
べ
き
環
境
要
素 

大
気
環
境 

大
気
質 

二酸化硫黄     ○  

一酸化炭素       

浮遊粒子状物質  ○ ○  ○ ○ 

窒素酸化物  ○ ○  ○ ○ 

光化学オキシダント、ベンゼン、トリクロロエチ
レン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン 

      

ダイオキシン類     ○  

有害物質(塩化水素)     ○  

粉じん ○      

騒音 騒音（低周波音含む）  ○ ○  ○ ○ 

振動 振動  ○ ○  ○ ○ 

悪臭 悪臭     ○  

水
環
境 

水
質 

水質汚濁*1       

水の濁り（SS）       

水
底
の

底
質 

底質汚染*2       

地
下
水
の 

水
質
及
び 

水
位 

地下水の水質*3       

地下水の水位       

地
質
・
土
壌
環
境 

地
形 

及
び 

地
質 

重要な地形・地質及び自然現象       

地
盤 

地盤沈下       

土
壌 

土壌汚染*4     ○  

その他の環境 日照阻害       

生
物
の
多
様
性
の
確

保
及
び
自
然
環
境
の

体
系
的
保
全
を
旨
と

し
て
調
査
、
予
測
及
び

評
価
さ
れ
る
べ
き
環

境
要
素 

動物 重要な種・注目すべき生息地       

植物 
重要な種及び群落       

植物生育環境としての土壌       

生態系 地域を特徴づける生態系       

人
と
自
然
と
の
豊

か
な
触
れ
合
い
の

確
保
を
旨
と
し
て

調
査
、
予
測
及
び

評
価
さ
れ
る
べ
き

環
境
要
素 

景観 主要な眺望点及び景観資源並びに眺望景観    ○   

人と自然との触れ合
いの活動の場 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場       

環
境
へ
の
負
荷
の
量

の
程
度
に
よ
り
予
測

及
び
評
価
さ
れ
る
べ

き
環
境
要
素 

廃棄物等 
廃棄物 ○    ○  

建設工事に伴う副産物（残土等） ○      

温室効果ガス等 
温室効果ガス（二酸化炭素等）  ○ ○  ○ ○ 

オゾン層破壊物質(フロン等)       

歴
史
的
・
文
化
的

環
境
の
保
全
を
旨

と
し
て
調
査
、
予

測
及
び
評
価
さ
れ

る
べ
き
環
境
要
素 

歴史的・文化的景観 
主要な歴史的・文化的景観に係る眺望点及び歴史
的・文化的景観並びに主要な歴史的・文化的眺望
景観 

      

文化財、埋蔵文化財
包蔵地 

文化財、天然記念物等       

注：＊1は環境基準及び排水基準に係る項目 

＊2は水底土砂の判定基準に係る項目 

＊3は水道法に係る水質基準項目(簡易項目)及びイオン分析項目等 

＊4は環境基準に係る項目 
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4． 環境影響評価の調査等の手法及び結果 

4-1 調査等の手法 

環境影響評価の調査、予測及び評価に関する手法をまとめたものを表4.1～表4.3、調査地点図

を図4.1に示す。 

表4.1 調査等の手法(1／3) 

調査 

項目 
調査対象 調査方法 

調査時期等 

夏 秋 冬 春 調査回数 

大
気
質 

一般環境大

気質の状況 

二酸化硫黄、窒素酸化物、浮遊

粒子状物質、風向・風速、気温・

湿度 

ステーション設置による

自動連続測定 
○ ○ ○ ○ 

各７日間 

（１時間値） 

塩化水素 サンプリング分析 ○ ○ ○ ○ 
各１日間 

（１検体/日） 

ダイオキシン類 サンプリング分析 ○ ○ ○ ○ 
各７日間 

（１検体/季） 

沿道大気質

の状況 

窒素酸化物、浮遊粒子状物質、

風向・風速、気温・湿度 

ステーション設置による

自動連続測定 
○  ○  

各 7 日間 

（１時間値） 

塩化水素 サンプリング分析 ○  ○  
各１日間 

（１検体/日） 

ダイオキシン類 サンプリング分析 ○  ○  
各７日間 

（１検体/季） 

気象の状況 

地上気象 

(風向・風速、気温・湿度、 

日射量、放射収支量) 

ステーション設置による

自動連続測定 
○ ○ ○ ○ １年間(365日) 

高層気象 

(上層風向・風速、鉛直気温) 

パイロットバルーン、GPS

ゾンデによる現地観測 
○  ○ ○ 

各５日間 

(８回/日) 

騒
音 

騒音の状況 

工場・事業場騒音 

(騒音レベル 90%レンジ上端値等) 

低周波音 

現地実測 

(毎正時10分24時間測定） 

※低周波音は朝、昼、夕、

夜の各時間帯 

 ○   

２日(平日､休日) 

※低周波音は平日

のみ 

自動車騒音 

(等価騒音レベル) 

現地実測 

(16 時間連続測定) 
 ○   

１日(平日) 

発生源の 

状況 

交通量 

(10 車種区分） 

現地実測 

(カウンターによる計測) 
 ○   

走行速度 
現地実測 

(一定区間通過時間の計測) 
 ○   

道路構造、路面の状況、人家の

位置 
現地踏査  ○   
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表4.2 調査等の手法(2／3) 

調査 

項目 
調査対象 調査方法 

調査時期等 

夏 秋 冬 春 調査回数 

振
動 

振動の状況 

工場・事業場振動 

(振動レベル 80%レンジ上端値等) 

現地実測 

(毎正時10分24時間測定） 
 ○   ２日(平日､休日) 

道路交通振動 

(振動レベル 80%レンジ上端値等) 

現地実測 

(毎正時10分24時間測定） 
 ○   １日(平日) 

地盤卓越振動数 

現地実測（1/3オクターブ

バンド分析器を用い、大型

車 10 台を対象に計測） 

 ○    

発生源の状況

（自動車騒音

と同時） 

交通量、走行速度、道路構造、

路面の状況、人家の位置 
（調査は騒音と兼ねる）  ○    

悪
臭 悪臭の状況 

特定悪臭物質※１ 

 

サンプリング分析 ○    
各１回 

（１検体/回） 

臭気指数 ○     

気象条件 

(風向・風速､気温､湿度) 

簡易風向風速計、温湿度計

による測定 
○     

土
壌 土壌の状況 

環境基準項目※2 

(農用地に係る項目を除く) 
サンプリング分析 ○    １回（１検体/回） 

景
観 景観の状況 主要な眺望点、主要な眺望景観 現地踏査及び写真撮影 ○  ○  各１日 
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表4.3 調査等の手法(3／3) 

予測項目 予測対象 予測方法 
予測時期 

評価手法 
工事中 供用時 

大気質 

工事区域からの飛散の影響 

（粉じん） 
工事計画による検討 ○  

 

環境への影

響が実行可

能な範囲で

回避又は低

減されてい

るか否かを

検討。また、

一 部 項 目

は、環境の

保全及び創

造に関する

施策との整

合性が図ら

れているか

否かについ

ても検討。 

建設機械の排出ガスによる影響 

（窒素酸化物、浮遊粒子状物質） 

大気拡散式(プルーム・パフモデル)の数理的手法に

よる着地濃度(長期平均濃度)の検討 
○  

工事用車両の排出ガスによる影響 

（窒素酸化物、浮遊粒子状物質） 

大気拡散式(プルーム・パフモデル)の数理的手法に

よる着地濃度(長期平均濃度)の検討 
○  

施設の煙突排出ガスによる影響 

（二酸化硫黄、窒素酸化物、浮遊粒子状物質） 

大気拡散式(プルーム・パフモデル)の数理的手法に

よる着地濃度(長期平均濃度､短期高濃度)の検討 

（長期平均濃度については、地形による影響を考

慮するため、ERT PSDMモデルを適用） 

 ○ 

施設の煙突排出ガスによる影響 

（ダイオキシン類） 

大気拡散式(プルーム・パフモデル)の数理的手法に

よる着地濃度(長期平均濃度)の検討 

（地形による影響を考慮するため、ERT PSDMモデ

ルを適用） 

 ○ 

施設の煙突排出ガスによる影響 

（塩化水素） 

大気拡散式(プルーム・パフモデル)の数理的手法に

よる着地濃度(短期高濃度)の検討 
 ○ 

施設利用車両の排出ガスによる影響 

（窒素酸化物、浮遊粒子状物質） 

大気拡散式(プルーム・パフモデル)の数理的手法に

よる着地濃度(長期平均濃度)の検討 
 ○ 

騒音 

建設機械の建設作業騒音による影響 

(騒音レベル) 
騒音伝播理論式による騒音レベルの検討 ○  

工事用車両の自動車騒音による影響 

(等価騒音レベル) 

日本音響学会の自動車騒音予測モデル(ASJ 

RTN-Model 2008法) による騒音レベルの検討 
○  

施設の工場・事業場騒音による影響 

(騒音レベル) 
騒音伝播理論式による騒音レベルの検討  ○ 

施設利用車両の自動車騒音による影響 

(等価騒音レベル) 

日本音響学会の自動車騒音予測モデル(ASJ 

RTN-Model 2008法) による騒音レベルの検討 
 ○ 

施設の工場・事業場低周波音による影響 

(低周波音レベル) 低周波音対策を踏まえた検討  ○ 

振動 

建設機械の建設作業振動による影響 

(振動レベル) 
振動伝播理論式による振動レベルの検討 ○  

工事用車両の道路交通振動による影響 

(振動レベル 80%レンジ上端値) 

旧建設省土木研究所提案式による振動レベルの検

討 
○  

施設の工場・事業場振動による影響 

(振動レベル) 
振動伝播理論式による振動レベルの検討  ○ 

施設利用車両の道路交通振動による影響 

(振動レベル 80%レンジ上端値) 

旧建設省土木研究所提案式による振動レベルの検

討 
 ○ 

悪臭 

施設の煙突排出ガスによる影響 

（特定悪臭物質のうち排出口規制項目※3） 

大気拡散式(プルーム・パフモデル)の数理的手法

による着地濃度(短期高濃度)の検討 
 ○ 

施設の漏洩による影響 
類似事例(現有施設の調査の結果)の引用による検

討 
 ○ 

土壌 施設の煙突排出ガスによる影響 既存資料や類似事例の引用等による検討  ○ 

景観 施設の工作物等の出現による影響 
景観予測図(フォトモンタージュ)の作成による検

討 
 ○ 

廃棄物等 工事及び供用に伴う影響 事業計画による発生量及びその処理方法の検討 ○ ○ 

温室効果 

ガス等 
工事及び供用に伴う影響 事業計画による発生量及びその低減方法の検討 ○ ○ 

注：※１ 特定悪臭物質:ｱﾝﾓﾆｱ､硫化水素､ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ､硫化ﾒﾁﾙ､二硫化ﾒﾁﾙ､ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ､ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ｲｿﾊﾞﾚﾙ

ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ､酢酸ｴﾁﾙ､ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ､ﾄﾙｴﾝ､ｽﾁﾚﾝ､ｷｼﾚﾝ､ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸､ﾉﾙﾏﾙ酪酸､ﾉﾙﾏﾙ吉草酸､ｲｿ吉草酸 

※２ 環境基準項目:ｶﾄﾞﾐｳﾑ､全ｼｱﾝ､有機燐､鉛､六価ｸﾛﾑ､砒素､総水銀､ｱﾙｷﾙ水銀､PCB､ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ､四塩化炭素､1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ､1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛ

ｴﾀﾝ､1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ､ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ､ﾁｳﾗﾑ､ｼﾏｼﾞﾝ､ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ､ﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ｾﾚﾝ､ふっ素､ほう素､ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類は全量試験､その他は溶出

試験) 

※３ 排出口規制(2号規制)項目:ｱﾝﾓﾆｱ､硫化水素､ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ､ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ｲｿﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ､酢酸ｴﾁﾙ､ﾒﾁﾙｲ

ｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ､ﾄﾙｴﾝ､ｷｼﾚﾝ 
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4-2 調査等の結果 

環境影響評価の調査等の結果及び環境の保全及び創造のための措置をまとめたものを表4.4～

表4.19に示す。なお、現地調査地点及び予測地点を記号により示しているものは、図4.1の現地調

査地点図の地点記号に対応する。 

表4.4 調査等の結果（1／16） 

環境要素 調査の結果、予測及び評価の結果、環境の保全のための措置の概要 

大気質 二酸化硫

黄、浮遊

粒子状物

質、窒素

酸化物、

ダイオキ

シン類、

有害物質

（塩化水

素）、浮

遊粉じん 

(1)調査の結果 

①一般環境大気質 

事業予定地の周辺において、平成 21～22 年にかけて窒素酸化物やダイオキシン類等を対象にし

て現地調査（4季・1週間/季）を実施した。その調査の結果(概要)は次表のとおりである。いずれ

の物質も環境基準値等を下回る濃度であった。 

地点 単位 
測定結果（年平均値） 

環境基準値等 
A1 A2 A3 A4 A5 

二酸化硫黄 ppm 0.005 0.004 0.003 0.004 0.005 0.04 
窒素酸化物 ppm 0.003 0.005 0.005 0.004 0.003 － 
二酸化窒素 ppm 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.04～0.06 
浮遊粒子状物質 mg/m3 0.016 0.016 0.020 0.020 0.019 0.10 
塩化水素 ppm <0.001 0.00103 <0.001 <0.001 <0.001 (0.02) * 

ダイオキシン類 pg-TEQ/m3 0.012 0.012 0.0088 0.011 0.0083 0.6 

注：＊は環境庁大気保全局長通達で示された目標環境濃度 

 

②沿道大気質 

事業予定地の周辺道路において、平成 21～22 年にかけて窒素酸化物や浮遊粒子状物質を対象に

して現地調査（2 季・１週間/季）を実施した。その調査の結果(概要)は次表のとおりである。い

ずれの物質も環境基準値を下回る濃度であった。 

地点 単位 
測定結果 

（年平均値） 環境基準値等 
A6 

窒素酸化物 ppm 0.007 － 
二酸化窒素 ppm 0.004 0.04～0.06 
浮遊粒子状物質 mg/m3 0.016 0.10 
塩化水素 ppm <0.001 (0.02) * 

ダイオキシン類 pg-TEQ/m3 0.0087 0.6 

注：＊は環境庁大気保全局長通達で示された目標環境濃度 

 

③気象 

事業予定地において、平成 21～22 年にかけて地上気象の現地調査（1 年間）を実施した。その

調査の結果(概要)は次表のとおりである。地上気象の特性としては、年間通じて最も多く出現する

風向は北東、平均風速は 1.2m/s であった。また、高層気象の現地調査（3 季・5 日間/季）を実施

した。 

地点 平均気温(℃) 平均湿度(%) 最多風向(16方位) 平均風速(m/s) 

M1 事業予定地 13.4 84 北東 1.2 

 

(2)予測の結果 

①造成等の工事に伴う影響（浮遊粉じん） 

気象条件や事業計画等に基づく諸条件を設定して工事区域からの飛散による影響を検討した。そ
の結果、事業予定地での気象特性に基づく粉じんの飛散をもたらす可能性のある風(風速 5.5m 以
上)の年間出現頻度は、年間で約 0.2％程度と予測される。 
②建設機械の稼働に伴う排出ガスによる影響 

気象条件や事業計画等に基づく諸条件を設定して建設機械の排出ガスによる影響を検討した。そ
の予測の結果(概要)は次表のとおりである。いずれの物質も、住居の用に供される場所で着地濃度
が最大となる地点(南西約 0.3km 地点)での将来濃度は環境基準値を上回るものではないと予測さ
れる｡ 

項目 単位 
建設機械排出 
ガの寄与濃度 

現況濃度 
(年平均値) 

将来濃度 
(年平均値) 

将来濃度 
(年間98％値等) 

環境基準値 

窒素酸化物 ppm 0.004473 0.005 0.009 － － 
二酸化窒素 ppm － － 0.007  0.017 *1 0.04～0.06 

浮遊粒子状物質 mg/m3 0.000259 0.020 0.020  0.049 *2 0.10 

注：＊1は日平均値の年間 98％値、＊2は日平均値の 2％除外値 
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表4.5 調査等の結果（2／16） 

環境要素 調査の結果、予測及び評価の結果、環境の保全のための措置の概要 

[続き]

大気質 

[続き] 

二酸化硫

黄、浮遊

粒子状物

質、窒素

酸化物、

ダイオキ

シン類、

有害物質

（塩化水

素）、浮

遊粉じん 

③工事用車両の運行に伴う排出ガスによる影響 

気象条件や事業計画等に基づく諸条件を設定して工事用車両の排出ガスによる影響を検討した。
その予測の結果（概要）は次表のとおりである。いずれの物質も、各予測地点での将来濃度が環境
基準値を上回るものではないと予測される。なお、将来濃度には建設機械排出ガスによる複合影響
も加味している。また、工場進入路の大型車による登板走行時の排ガス量増加は著しい影響を与え
るものではないと予測された。 

地点 項目 単位 
工事用車両排出 
ガスの寄与濃度 

現況濃度 
(年平均値) 

将来濃度 
(年平均値) 

将来濃度 
(年間98％値等) 

環境基準値 

A3 
窒素酸化物 ppm 0.00006 0.005 0.005 － － 
二酸化窒素 ppm － － 0.003  0.017 *1 0.04～0.06 

浮遊粒子状物質 mg/m3 0.00001 0.020 0.020  0.052 *2 0.10 

A6 
窒素酸化物 ppm 0.00011 0.007 0.008 － － 
二酸化窒素 ppm － － 0.004  0.018 *1 0.04～0.06 
浮遊粒状物質 mg/m3 0.00001 0.016 0.016  0.047 *2 0.10 

注：＊1は日平均値の年間 98％値、＊2は日平均値の 2％除外値 

④施設の稼働に伴う排出ガスによる影響 

気象条件や事業計画等に基づく諸条件を設定して煙突排出ガスによる影響を検討した。長期平均
濃度（年平均値等）の予測の結果（概要）は次表のとおりである。いずれの物質も、最大着地濃度
地点での将来濃度が環境基準値等を上回るものではないと予測される。 

項目 単位 
煙突排出ガス 
の寄与濃度 

現況濃度 
(年平均値) 

将来濃度 
(年平均値) 

将来濃度 
(年間98％値等) 

環境基準値等 

二酸化硫黄 ppm 0.000215 0.005 0.005  0.012 *2 0.04 

窒素酸化物 ppm 0.000215 0.005 0.005 － － 

二酸化窒素 ppm － － 0.004  0.012 *1 0.04～0.06 

浮遊粒子状物質 mg/m3 0.000086 0.020 0.020  0.049 *2 0.10 

ダイオキシン類 pg-TEQ/m3 0.00043 0.012 0.013 － 0.6 

注：＊1は日平均値の年間 98％値、＊2は日平均値の 2％除外値 
 

また、一時的な高濃度をもたらす気象現象時の影響を考慮して行った短期高濃度（1時間値）の
予測の結果、煙突排出ガスの寄与濃度が最も高かった、一時的な気象条件時の短期高濃度（地形に
よる影響を考慮）の予測結果を次表に示す。いずれの物質も、最大着地濃度地点での将来濃度が環
境基準値等を上回るものではないと予測される。 

項目 単位 
煙突排出ガス 
の寄与濃度 

現況濃度 
(1時間値) 

将来濃度 
(1時間値) 

環境基準値等 
環境基準値等 
に対する寄与 
濃度の割合 

二酸化硫黄 ppm 0.00506 0.024 0.029 0.1  5.1% 

二酸化窒素 ppm 0.00395 0.027 0.031  0.1～0.2 *1  4.0% 

浮遊粒子状物質 mg/m3 0.00202 0.183 0.185 0.2  1.0% 

塩化水素 ppm 0.00405  0.0011 0.0052   (0.02) *2 20.3% 

注 1：＊1は中央公害対策審議会で示された短期暴露指針。 
注 2：＊2は環境庁大気保全局長通達で示された目標環境濃度。 

⑤施設利用車両の運行に伴う排出ガスによる影響 

気象条件や事業計画等に基づく諸条件を設定して施設利用車両の排出ガスによる影響を検討し
た。その予測の結果（概要）は次表のとおりである。いずれの物質も、各予測地点での将来濃度が
環境基準値を上回るものではないと予測される。なお、将来濃度には煙突排出ガスによる複合影響
も加味している。また、工場進入路の大型車による登板走行時の排ガス量増加は著しい影響を与え
るものではないと予測された。 

地点 項目 単位 
施設利用車両排出 
ガスの寄与濃度 

現況濃度 
(年平均値) 

将来濃度 
(年平均値) 

将来濃度 
(年間98％値等) 

環境基準値 

A3 
窒素酸化物 ppm 0.00002 0.005 0.005 － － 
二酸化窒素 ppm － － 0.003 0.017 *1 0.04～0.06 

浮遊粒子状物質 mg/m3 0.00001 0.020 0.020 0.052 *2 0.10 

A6 
窒素酸化物 ppm 0.00006 0.007 0.008 － － 
二酸化窒素 ppm － － 0.004 0.018 *1 0.04～0.06 

浮遊粒子状物質 mg/m3 0.00000 0.016 0.016 0.047 *2 0.10 

注：＊1は日平均値の年間 98％値、＊2は日平均値の 2％除外値 
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表4.6 調査等の結果（3／16） 

環境要素 調査の結果、予測及び評価の結果、環境の保全のための措置の概要 

[続き]

大気質 

[続き] 

二酸化硫

黄、浮遊

粒子状物

質、窒素

酸化物、

ダイオキ

シン類、

有害物質

（塩化水

素）、浮

遊粉じん 

(3)評価の結果 

①工事の実施 

 工事区域からの浮遊粉じんの予測の結果は、粉じんが舞い上がる程度の強い風(5.5m/s 以上)の

出現が約 0.2％と非常にわずかであった。また、建設機械及び工事用車両からの排出ガスの予測の

結果は、いずれの物質も将来の大気質の状況を著しく悪化させるものではなく、また、環境基準値

を上回るものではない。 

 本事業では、より一層の環境への負荷の低減に向けた環境の保全のための措置（次項参照）を積

極的に講じる計画である。以上のことから、工事の実施に伴う環境への負荷については、実行可能

な範囲で回避・低減が図られ、環境の保全に関する施策*との整合性も図られると考える。 

②土地又は工作物の存在及び供用 

 煙突からの排出ガスの予測の結果は、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、ダイオキシン

類については、将来の大気質の状況を著しく悪化させるものではなく、また、環境基準値を上回る

ものではない。施設利用車両からの排出ガスの予測の結果は、いずれの物質も将来の大気質の状況

を著しく悪化させるものではなく、また、環境基準値を上回るものではない。 

 また、本事業では、より一層の環境への負荷の低減に向けた環境の保全のための措置（次項参照）

を積極的に講じる計画である。以上のことから、土地又は工作物の存在及び供用に伴う環境への負

荷については、実行可能な範囲で回避・低減が図られ、環境の保全に関する施策*との整合性も図

られると考える。 
 

*「環境基本法」等 
(4)環境の保全のための措置 

本事業では、工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用において、より一層の環境への負荷

の低減に向けて、以下の措置等を講じる計画である。 

①工事の実施 

・ 強風時においては、適時、散水等を行って裸地面等からの粉じんの飛散防止を行うように指導
を徹底する。 

・ 建設機械は、可能な限り排出ガス対策型の採用を行うように指導を徹底する。 
・ 工事用車両は、タイヤ洗場の通過を励行し、タイヤに付着した土砂が敷地外へ出ることを可能な限

り防止する。 
・ 工事用車両の走行にあたっては、制限速度の遵守、安全運転の励行、急発進・急加速・急ブレ

ーキの自粛等のエコドライブの推進を行うように指導し、特に工場進入路の登板走行に際して
は、排出ガスを低減する運転を行うよう指導を徹底する。 

・ 工事が同時期に集中しないように配慮して、工事計画（工法、工程、日時等）を立てる。 

②土地又は工作物の存在及び供用 

・ 事業計画で定めた設計保証値を遵守するように維持管理を徹底する。 
・ 排出ガス処理設備は、低温腐食防止に配慮しつつ、ガス冷却塔での水噴霧により入口排出ガス

温度を概ね 200℃以下となるように排ガス処理温度の低温化を考慮し設計する。また、ろ過式
集じん器でダイオキシン類を吸着除去し、かつ触媒によるダイオキシン類の分解除去を行うよ
うに設計する。 

・ 法令等に基づき定期的な検査を実施して記録に残し、適正な稼働を確認するとともに、必要に
応じて適切な対策を講ずる。 

・ 施設利用車両の低公害車等の導入については、適時、関係機関との協議を行っていく。 
・ 施設利用車両の走行にあたっては、制限速度の遵守、安全運転の励行、急発進・急加速・急ブ

レーキの自粛等のエコドライブの推進を行うように指導し、特に工場進入路の登板走行に際し
ては、排出ガスを低減する運転を行うよう指導を徹底する。 
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表4.7 調査等の結果（4／16） 
環境要素 調査の結果、予測及び評価の結果、環境の保全のための措置の概要 

騒音 騒音 (1)調査の結果 

①工場事業場騒音 

事業予定地の敷地境界線において、平成 21 年 11～12 月に工場事業場騒音を対象にして現地調査

（平日及び休日の 24時間）を実施した。その調査の結果(概要)は次表のとおりである。測定値欄の

上段の数値は、朝、昼間、夕について参考値を上回っているが、これは、90％レンジ上端値の値で

あることから沿道の自動車騒音の影響によるものである。自動車騒音の影響をほとんど受けていな

い 90％レンジ下端値では各時間区分の工場事業場騒音は、いずれも参考とした規制基準値を下回る

値であった。(工場騒音は変動騒音の場合、90％レンジの上端値が規制の対象となる) 

地点 単位 
休平日

区分 

測定値 規制基準値（参考値）* 

朝 昼 夕 夜間 朝 昼間 夕 夜間 

N1 事業予定地 dB 

平日 
73 73 72 52 

60 

(65) 

《60》 

70 

(65) 

《60》 

60 

(65) 

《60》 

55 

(60) 

《50》 

33 38 34 30 

休日 
66 71 68 53 

28 33 28 27 
注 1：＊；事業予定地は特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準に係る区域が指定された場所で

はないが、参考として第 4種区域（工業地域等）の規制基準値を示す。 
( )は、Ｂ地域（第１種・第２種住居地域等）のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域及
びＣ地域（商業・準工・工業地域等）のうち車線を有する道路に面する地域の騒音に係る環境基準値
を示す。 
《 》は、Ｃ地域の道路に面する地域以外の地域の騒音に係る環境基準値を示す。 

注 2：表中の測定値欄の上段の数値は、90％レンジ上端値、下段は 90％レンジ下端値を示す。 

②自動車騒音 

事業予定地の周辺道路において、平成 21 年 11 月に自動車騒音を対象にして現地調査（16 時間）

を実施した。その調査の結果(概要)は次表のとおりである。各地点の道路端における自動車騒音は、

N2及び特殊部は参考とした環境基準値、要請限度値を下回る値であったが、N3地点は環境基準値を

少し上回った。 

地点 単 
測定値 (LAeq) 環境基準値 要請限度値 

昼間 参考値 (LAeq) 

N2 小浜綾部線（府道１号線） dB 66 70 *1 75 *2 

N3 中丹広域農道 dB 66 65 *1 75 *2 
注：調査地点はいずれも環境基準に係る地域及び要請限度に係る区域が指定された場所ではないが、参考

として、環境基準値、要請限度値を示す。それぞれ､下記の地域(区域)を参考とした｡ 
・環境基準値；N2 地点は幹線交通を担う道路に面する地域、N3 地点は道路に面する地域がＢ地域のうち 2

車線以上及びＣ地域の車線を有する道路に面する地域 
・要請限度値；N2 地点は幹線交通を担う道路に面する地域、N3 地点はｂ区域のうち２車線を有する道路に

面する地域 

 (2)予測の結果 

①建設機械の建設作業騒音による影響 

建設機械の稼働による建設作業騒音は、敷地境界線で 70dBと予測され、参考とした建設作業騒音

の規制基準値（85dB以下）を下回る値であった。 

②工事用車両の自動車騒音による影響 
工事中における昼間の自動車騒音は次表のとおりで、道路端で 66～68dBと予測され、N2及び特殊

部は参考とした昼間の環境基準値、要請限度値を下回る値であった。N3 地点は現況で環境基準値を
やや上回っているが、工事用車両による自動車騒音の増加分は、いずれも 1dB未満であった。 

また、工場進入路の登板路における大型車両のピーク騒音レベルは、現況、府道通過車両のピー
クレベルと同等かそれ以下と推定された。 

予測地点 単位 

自動車騒音予測値 (LAeq) 
②-①増加分 

(インパクト) 

参考値 (LAeq) 

①将来一般交通車両 
②将来交通車両 

(一般+工事用車両) 

環境基準

値（昼） 

要請限度

値（昼） 

Ｎ２ dB 66 66 0.3 70  75  

Ｎ３ dB 67 68 0.4 65  75  

特殊部 dB 66 67 0.9 70  75  
注１：増加分（インパクト）は、将来一般交通車両の走行に伴う自動車騒音レベルに対する将来交通車両

の走行に伴う自動車騒音レベルの差。（小数点第１位での算出結果） 
注２：予測地点はいずれも環境基準に係る地域及び要請限度に係る区域が指定された場所ではないが、参考とし

て昼間の環境基準値、昼間の要請限度値を表中に示す。それぞれ､下記の地域(区域)を参考とした。 
・環境基準値；N2 地点は幹線交通を担う道路に面する地域、N3 地点は道路に面する地域がＢ地域のうち 2

車線以上及びＣ地域の車線を有する道路に面する地域 
・要請限度値；N2地点は幹線交通を担う道路に面する地域、N3地点はｂ区域のうち２車線を有する道路に面

する地域
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表4.8 調査等の結果（5／16） 

環境要素 調査の結果、予測及び評価の結果、環境の保全のための措置の概要 

[続き]

騒音 

[続き] 

騒音 

③施設の工場事業場騒音による影響 

施設の稼働による工場事業場騒音は次表のとおりで、敷地境界線で昼間：シャッター閉 46dB、

シャッター開 62dB、朝・夕・夜間：36dB と予測され、いずれも参考とした規制基準値を下回る値

であった。また、夜間は、現況が 30dB 前後と静穏なため聞こえる可能性が高いが、住宅地の環境

基準値 45dBを下回る値であった。(工場騒音はほぼ定常騒音と想定され、予測値はその指示値) 

地 単位 
工場事業場騒音予測値 規制基準（参考値）* 

昼 朝･夕･夜間 朝 昼間 夕 夜間 

N1 事業予定地 dB 46（62） 36 

60  

《55》

[60] 

70 

《55》

[60] 

60 

《55》

[60] 

55 

《45》

[55] 

注：＊；事業予定地は特定工場等の騒音の規制基準に係る区域が指定された場所ではないが、参考

値として示した第４種区域の規制基準値及び 《 》内に、道路に面する地域以外の地域

のＡ・Ｂ地域の環境基準値、［ ］内にＡ地域のうち 2 車線道路に面する地域の環境基準

値を示す。 

④施設利用車両の自動車騒音による影響 

供用時における昼間の自動車騒音は次表のとおりで、道路端で 66～67dBと予測され、N2及び特

殊部は参考とした昼間の環境基準値、要請限度値を下回る値であった。N3 地点は現況で環境基準

値を上回っているが、施設利用車両による自動車騒音の増加分は、いずれも 1dB 未満であった。 

予測地点 単位 

自動車騒音予測値 (LAeq) 

②-①増加分 

(インパクト) 

参考値 (LAeq) 

①将来一般交通車両 
②将来交通車両 

(一般+施設利用車両) 
環境基準 

値（昼） 

要請限度

値（昼） 

Ｎ２ dB 66 66 0.1 70  75  

Ｎ３ dB 67 67 0.2 65  75  

特殊部 dB 66 67 0.7 70  75  
注１：増加分（インパクト）は、将来一般交通車両の走行に伴う自動車騒音レベルに対する将来交通車

両の走行に伴う自動車騒音レベルの差。（小数点第１位での算出結果） 
注２：予測地点はいずれも環境基準に係る地域及び要請限度に係る区域が指定された場所ではないが、参

考として昼間の環境基準値、昼間の要請限度値を示す。それぞれ､下記の地域(区域)を参考とした。 
・環境基準値；N2,特殊部地点は幹線交通を担う道路に面する地域、N3地点は道路に面する地域がＢ地

域のうち２車線以上及びＣ地域の車線を有する道路に面する地域 
・要請限度値；N2,特殊部地点は幹線交通を担う道路に面する地域、N3地点はｂ区域のうち２車線を有

する道路に面する地域 
 

(3)評価の結果 
①工事の実施 
 建設機械からの建設作業騒音の予測の結果は、敷地境界線で 70dB であり、参考とした建設作業
騒音の規制基準値（85dB 以下）を下回っている状況であった。工事中における昼間の自動車騒音
の予測の結果は、N2 及び特殊部の道路端で参考とした環境基準値、要請限度値を下回っている。
N3 地点は現況で環境基準値を上回っているが、工事用車両による自動車騒音の増加分がいずれも
1dB未満であり、将来の騒音レベルを著しく悪化させるものではない。 
 本事業では、より一層の環境への負荷の低減に向けた環境の保全のための措置（次項参照）を積極的
に講じる計画である。以上のことから、工事の実施に伴う環境への負荷については、実行可能な範囲で
回避・低減が図られ、環境の保全に関する施策*との整合性も図られると考える。 
②土地又は工作物の存在及び供用 
 施設からの工場事業場騒音の予測の結果は、敷地境界線で昼間：46dB（ただしシャッター開放時
には 62dB）、朝・夕・夜間：36dB であり、参考とした規制基準値（昼間：70dB、朝・夕：60dB、
夜間：55dB）を下回っている状況であった。供用時における昼間の自動車騒音の予測の結果は、N2
及び特殊部の道路端で参考とした環境基準値及び要請限度値を下回っているが、N3 地点では環境
基準値をやや上回る。しかし、施設利用車両による自動車騒音の増加分がいずれも 1dB未満であり、
将来の騒音レベルを著しく悪化させるものではない。 
 また、本事業では、より一層の環境への負荷の低減に向けた環境の保全のための措置（次項参照）
を積極的に講じる計画である。以上のことから、土地又は工作物の存在及び供用に伴う環境への負
荷については、実行可能な範囲で回避・低減が図られ、環境の保全に関する施策*との整合性も図
られると考える。 

*「環境基本法」、「騒音規制法」等 
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表4.9 調査等の結果（6／16） 

環境要素 調査の結果、予測及び評価の結果、環境の保全のための措置の概要 

[続き]

騒音 

[続き] 

騒音 

(4)環境の保全のための措置 
本事業では、工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用において、より一層の環境への負荷

の低減に向けて、以下の措置等を講じる計画である。 
①工事の実施 
・ 工事が同時期に集中しないように配慮して、工事計画（工法、工程、日時等）を立てる。 
・ 建設機械及び工法は、低騒音型を採用するように指導を徹底する。 
・ 建設機械や工事用車両は、始業前点検を励行し、不良な機械等の使用禁止や適正な運行管理を

遵守する。 
・ 建設機械や工事用車両は、可能な限り無駄な稼働を抑えるように指導を徹底する。 
・ 工事用車両の走行にあたっては、制限速度の遵守、安全運転の励行、急発進・急加速・急ブレ

ーキの自粛等のエコドライブの推進を行うように指導し、特に工場進入路の登板走行に際して
は、過大な騒音を発生しないような運転の指導を徹底する。 

②土地又は工作物の存在及び供用 
・ 大きな騒音が発生すると想定される設備機器や配管は、原則として工場棟の内部に納め、天井、

壁内面への吸音材等の貼り付けを実施する。 
・ 開口部を必要とする騒音発生機器は、低騒音型を採用し、必要に応じて壁内面への吸音材等の

貼り付けを実施する。 
・ 廃油等運搬車両は、同一路線、時間帯へ集中しないように運行計画に留意する。 
・ 施設利用車両の低公害車等の導入については、適時、関係機関との協議を行っていく。 
・ 施設利用車両の走行にあたっては、制限速度の遵守、安全運転の励行、急発進・急加速・急ブ

レーキの自粛等のエコドライブの推進を行うように指導し、特に工場進入路の登板走行に際し
ては、過大な騒音を発生しないような運転の指導を徹底する。 
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表4.10 調査等の結果（7／16） 

環境要素 調査の結果、予測及び評価の結果、環境の保全のための措置の概要 

低周波

音 

騒音 低周波音の予測評価を行うに当たっては、当事業計画と同一規模、同様の機械を設置している広島総合工場

の実態を調査し、その結果に基づき評価、対策を検討した。 

（1）環境保全目標の設定 
評価対象地点は、事業計画の前処理工場の出入口から水平距離にして 150m、焼却工場棟の外壁から約 175ｍ

の位置にある民家付近とする。 

保全目標は、環境省の「物的苦情に関する参照値」及び「心身に係る苦情に関する参照値」の周波数毎の値を

評価対象地点で下回ることとする。 

評価･対策の検討は、広島総合工場の測定結果の発生源から 148ｍ地点の測定結果に基づき、広島総合工場にお

ける参照値を超える原因の音源を明らかにして、その音源対策を施すことで、参照値を下回る事業計画とする

こととした。 

（2）対策の検討 
低周波音発生源の対策を検討するため、広島総合工場において低周波音の音源調査を実施した結果によると、

音源は焼却工場及び前処理工場・コンクリート二次製品工場に集中しており、ラック式倉庫や温熱利用ハウス、

事務所棟には低周波音の原因となる音源はなかった。以下に対策の検討結果を示す。 

① 前処理工場 

低周波音源になっていると判断された前処理工場の振動フルイ機についての対策として、振動フルイ機と

ギアポンプを収納している機械室の外壁材を広島総合工場の「角波鋼板＋PB9.5 と PB12.5の重ね貼」から、

低周波音域の透過損失レベルが高い「ALC 板厚 100mm」に変更することとした。 

② ブロワー室 

焼却炉棟のブロワー室は、前項の騒音源の検討で、広島総合工場の受音点（敷地外 148ｍ地点）の低周波

音の原因ではないと判断されたが、焼却炉棟内で最大の低周波音源であり、可聴域騒音の対策のためにも、

機械室の弱点である出入口の扉及び吸気口を防音仕様に変更して対策することとした。 

③ ＩＤＦ室 

ＩＤＦ室も比較的大きな低周波成分をもつが、ピークは 31.5Hzと 40Hz・50Hz付近にあり、広島総合工場

の受音点（敷地外 148ｍ地点）における低周波音の原因とは考えられないが、可聴域騒音対策も考慮して、

ＩＤＦ室の弱点となっている屋根について、広島総合工場の折板を二重にしたダブルパック工法（インシュ

レーション工法）から、デッキプレート+コンクリート打工法に変更することとした。 

④ ルーフファン 

焼却炉棟のルーフファンは能力も大きく、実測結果では G 特性値 93.8dB と比較的大きな低周波音源とな

っている。これは、ルーフファン部は工場内部音が透過しやすいことも一因となっていると考えられる。た

だし、80Hz に関しては、89.5dB と工場内部音よりも高く、ルーフファン独自の低周波成分と考えられる。

ルーフファンについては、点音源減衰すると考えられることから、20～80Hz までの低周波成分の距離減衰を

試算すると、80Hz だけが「心身に係る苦情に関する参照値」を超過すると考えられる。このため、綾部工場

では、防音カバー付低騒音型に変更することとした。 

⑤ 焼却炉室 

焼却炉室の場合、広島総合工場では吸気口（排気口）が工場外壁に雨除けのガラリだけで、広い面積設置

されており、この開口部から工場内部音がそのまま透過しており、騒音の発生源として大きく寄与している。

このためこの吸気口の内外に防音用チャンバーを設置し、防音対策を施すこととした。 

さらに、実際の稼働に当たっては、性能試験を実施して、その効果を確認し、必要な場合はさらに対策を

施す計画としている。 

（3）対策効果の評価 
前項において検討した対策の効果を総括すると、20～80Hz における心身に係る苦情に関する参照値に対し

て、前処理工場単独の場合、焼却工場単独の場合、及び前処理工場と焼却工場の同時稼働の場合のそれぞれの

評価地点における低周波音レベルの予測値は下表に示すように推定される。 

この推定結果のとおり、対策後の予測値はいずれの場合にも、住宅建屋外において心身に係る苦情に関する

参照値を下回るものと評価される。 

対策後の予測値と評価指針値         （単位：dB） 

区分 
20 

Hz 

25 

Hz 

31.5 

Hz 

40 

Hz 

50 

Hz 

63 

Hz 

80 

Hz 

Ｇ 

特性 

心身に係る苦情に関する参照値 76.0 70.0 64.0 57.0 52.0 47.0 41.0 92.0 

前処理工場のみの稼働時 60.4 51.3 58.1 53.2 45.8 36.7 36.6 69.7 

焼却工場のみの稼働時 

（ルーフファン含む） 
64.5 48.6 40.2 46.8 39.8 40.1 33.3 73.5 

前処理場・焼却工場同時稼働時 65.9 53.2 58.2 54.1 46.8 41.7 38.3 74.9 

注１：心身に係る苦情に関する参照値は、部屋の最も感じる場所の測定値とされている。 

注２：参照値は苦情に対処するためのものであり、環境保全目標などとして策定したものでないとさ

れている。 
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表4.11 調査等の結果（8／16） 

環境要素 調査の結果、予測及び評価の結果、環境の保全のための措置の概要 

振動 振動 (1)調査の結果 

①工場事業場振動 

事業予定地の敷地境界線において、平成 21年 11～12月に工場事業場振動を対象にして現地調査

（平日及び休日の 24 時間）を実施した。その調査の結果(概要)は次表のとおりである。各時間区

分の工場事業場振動はいずれも参考とした規制基準値を下回る値であった。 

地点 
単

位 

休平日

区分 

測定値 規制基準値（参考値） 

昼間 夜間 昼間 夜間 

N1 事業予定地 dB 
平日 31 30未満 65 * 60 * 

休日  30未満 30未満 65 * 60 * 

注：＊；事業予定地は特定工場等において発生する振動の規制に関する基準に係る区域が指定され

た場所ではないが、参考として、第 2種区域(近隣商業・準工業地域等)の規制基準値を示

す。 

②道路交通振動 

事業予定地の周辺道路において、平成 21 年 11 月に道路交通振動を対象にして現地調査（16 時

間）を実施した。その調査の結果(概要)は次表のとおりである。各地点の道路端における道路交通

振動はいずれも参考とした要請限度値を下回る値であった。 

地点 単位 
測定値 (L10) 要請限度（参考値 L10） 

昼間 夜間 昼間 夜間 

N2 小浜綾部線（府道 1号線） dB 30 32 70 * 65 * 

N3 中丹広域農道 dB 30未満 30未満 65 * 60 * 

注：＊；調査地点はいずれも要請限度に係る区域が指定された場所ではないが、参考として、N2（第

2 種区域、近隣商業・準工業地域等）及び N3（第 1 種区域、住居地域等)の要請限度値を示

す。 

 

(2)予測の結果 

①建設機械の建設作業振動による影響 

建設機械の稼働による建設作業振動は、敷地境界線で 58dB と予測され、参考とした建設作業振

動の規制基準値（75dB以下）を下回る値であった。 

 

②工事用車両の道路交通振動による影響 

工事中における昼間の道路交通振動は次表のとおりで、33～37dB と予測され、いずれも参考と

した昼間の要請限度値を下回る値であった。また、工事用車両による道路交通振動の増加分は、い

ずれも 1dB以下であった。また、工場進入路の登板走行時の振動ピークレベルも影響を与えること

はないと予測された。 

予測地点 単位 

道路交通振動予測値 (L10) 
②-①増加分 

(インパクト) 

要請限度 

参考値 (L10) ①将来一般交通車両 
②将来交通車両 

(一般+施設利用車両) 

Ｎ２ dB 32 33 0.6 70 * 

Ｎ３ dB 36 37 1.0 65 * 

注１：増加分（インパクト）は、将来一般交通車両の走行に伴う道路交通振動レベルに対する将来交通車両

の走行に伴う道路交通振動レベルの差。（小数点第１位での算出結果） 

注２：＊；予測地点はいずれも要請限度に係る区域が指定された場所ではないが、参考として、N2（第 2

種区域、近隣商業・準工業地域等）及び N3（第 1種区域、住居地域等)の昼間の要請限度値を示す。 

 

③施設の工場事業場振動による影響 

施設の稼働による工場事業場振動は次表のとおりで、敷地境界線で昼間 46dB、夜間 45dBと予測

され、いずれも参考とした規制基準値を下回る値であった。 

地点 単位 
工場事業場振動予測値 規制基準値（参考値） 

昼間 夜間 昼間 夜間 

N1 事業予定地 dB 46 45 65 * 60* 

注：＊；事業予定地は特定工場等において発生する振動の規制に関する基準に係る区域が指定された場所

ではないが、参考として、第 2種区域(近隣商業・準工業地域等)の規制基準値を示す。 
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表4.12 調査等の結果（9／16） 

環境要素 調査の結果、予測及び評価の結果、環境の保全のための措置の概要 

[続き]

振動 

[続き] 

振動 

④施設利用車両の道路交通振動による影響 

供用時における昼間の道路交通振動は次表のとおりで、道路端で 33～36dB と予測され、いずれ

も参考とした昼間の要請限度値を下回る値であった。また、施設利用車両による道路交通振動の増

加分は、いずれも 1dB未満であった。また、工場進入路の登板走行の振動ピークレベルも影響を与

えることはないと予測された。 

予測地点 単位 

道路交通振動予測値 (L10) 
②-①増加分 

(インパクト) 

要請限度 

参考値 (L10) ①将来一般交通車両 
②将来交通車両 

(一般+施設利用車両) 

Ｎ２ dB 33 33 0.5 70 * 

Ｎ３ dB 36 36 0.6 65 * 
注１：増加分（インパクト）は、将来一般交通車両の走行に伴う道路交通振動レベルに対する将来交通車両

の走行に伴う道路交通振動レベルの差。（小数点第１位での算出結果） 
注２：＊；予測地点はいずれも要請限度に係る区域が指定された場所ではないが、参考として、N2（第 2

種区域、近隣商業・準工業地域等）及び N3（第 1種区域、住居地域等)の昼間の要請限度値を示す。 
 

(3)評価の結果 

①工事の実施 

 建設機械からの建設作業振動の予測の結果は、敷地境界線で 58dB であり、参考とした建設作業
振動の規制基準値（参考；75dB 以下）を下回っている状況であった。工事中における昼間の道路
交通振動の予測の結果は、道路端で参考とした道路交通振動の要請限度値を下回っている状況であ
り、工事用車両による道路交通振動の増加分がいずれも 1dB以下であり、将来の振動レベルを著し
く悪化させるものではない。 
 また、本事業では、より一層の環境への負荷の低減に向けた環境の保全のための措置（次項参照）
を積極的に講じる計画である。以上のことから、工事の実施に伴う環境への負荷については、実行
可能な範囲で回避・低減が図られ、環境の保全に関する施策*との整合性も図られると考える。 

②土地又は工作物の存在及び供用 

 施設からの工場事業場振動の予測の結果は、敷地境界線で昼間 46dB、夜間 45dB であり、参考と
した規制基準値（参考；昼間：65dB、夜間：60dB）を下回っている状況であった。また、供用時に
おける昼間の道路交通振動の予測の結果は、道路端で参考とした道路交通振動の要請限度値を下回
っている状況であり、施設利用車両による道路交通振動の増加分がいずれも 1dB 未満であり、将来
の振動レベルを著しく悪化させるものではない。 
 また、本事業では、より一層の環境への負荷の低減に向けた環境の保全のための措置（次項参照）
を積極的に講じる計画である。以上のことから、土地又は工作物の存在及び供用に伴う環境への負
荷については、実行可能な範囲で回避・低減が図られ、環境の保全に関する施策*との整合性も図
られると考える。 

*「振動規制法」等 

 

(4)環境の保全のための措置 

本事業では、工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用において、より一層の環境への負荷
の低減に向けて、以下の措置等を講じる計画である。 

①工事の実施 

・ 工事が同時期に集中しないように配慮して、工事計画（工法、工程、日時等）を立てる。 
・ 建設機械及び工法は、低振動型を採用するように指導を徹底する。 
・ 建設機械や工事用車両は、始業前点検を励行し、不良な機械等の使用禁止や適正な運行管理を

遵守する。 
・ 建設機械や工事用車両は、可能な限り無駄な稼働を抑えるように指導を徹底する。 
・ 工事用車両の走行にあたっては、制限速度の遵守、安全運転の励行、急発進・急加速・急ブレ

ーキの自粛等のエコドライブの推進を行うように指導を徹底する。 
②土地又は工作物の存在及び供用 

・ 大きな振動が発生すると想定される設備機器は、単独基礎により防振し、必要に応じて防振装
置の設置等を実施する。 

・ 設備機器は、堅固に取り付けるとともに、防振ゴム等の対策を行い、振動の外部への伝搬を抑
える。 

・ 廃油等運搬車両は、同一路線、時間帯へ集中しないように運行計画に留意する。 
・ 施設利用車両の低公害車等の導入については、適時、関係機関との協議を行っていく。 
・ 施設利用車両の走行にあたっては、制限速度の遵守、安全運転の励行、急発進・急加速・急ブ

レーキの自粛等のエコドライブの推進を行うように指導を徹底する。 
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表4.13 調査等の結果（10／16） 

環境要素 調査の結果、予測及び評価の結果、環境の保全のための措置の概要 

悪臭 悪臭 (1)調査の結果 

事業予定地の周辺において、平成 21 年に悪臭物質濃度及び臭気指数（臭気濃度）等を対象にし

て現地調査（1 季・１日/季）を実施した。その調査の結果は、いずれの悪臭物質濃度も、全地点

で「悪臭防止法」に係る規制基準値を下回っていた。 

 

(2)予測の結果 

気象条件や事業計画等に基づく諸条件を設定して施設の煙突排出ガスによる影響を検討した。そ

の予測結果（概要）は次表のとおりである。いずれも最大着地濃度地点での寄与濃度は、一般環境

で確認した現況濃度に比べて低いものと予測される。また、施設からの悪臭の漏洩については、現

有施設の敷地境界で施設が稼働している状況で行った調査の結果によると、「悪臭防止法」で敷地

境界線規制（1 号規制）として定められている悪臭物質（22物質）はすべて規制基準値を下回るこ

とが確認されている。本事業においては、現有施設と同等以上の設備を設ける計画であることから、

悪臭の状況は現有施設と同程度もしくはそれ以下となると予測される。 

項目 単位 寄与濃度 
規制基準 

(A地域) 

規制基準に

対する寄与

濃度の割合 

アンモニア ppm 0.000046  1以下 0.005% 

硫化水素 ppm 0.000000  0.02以下 0.000% 

アセトアルデヒド ppm 0.000007  0.05以下 0.014% 

 

(3)評価の結果 

 煙突排出ガス及び施設からの悪臭の漏洩の予測の結果は、いずれの悪臭物質等の将来濃度も規制

基準値を下回っており、人間が感知し得ない程度に低いものである。したがって、事業予定地の周

辺での悪臭に係る生活環境の状況が著しく悪化することはないものと考える。また、本事業では、

より一層の環境への負荷の低減に向けた環境の保全のための措置（次項参照）を積極的に講じる計

画である。以上のことから、土地又は工作物の存在及び供用に伴う環境への負荷については、実行

可能な範囲で回避・低減が図られ、環境の保全に関する施策*との整合性も図られると考える。 
*「悪臭防止法」等 

 

(4)環境の保全のための措置 

・ 工場棟は、外部との開口部分を少なくして可能な限り密閉化する。 

・ 悪臭物質を含んだ空気は、燃焼用空気として焼却炉に強制送風し、外部への悪臭の漏洩を防止

する。 

・ 施設の稼働に伴う排出水は、場内での再利用を行わない、公共用水域への排出をしない。 

・ 廃油等運搬車両は、タイヤや車体に廃棄物を付着させて走行することがないように、洗車及び

清掃等を励行する。 
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表4.14 調査等の結果（11／16) 

環境要素 調査の結果、予測及び評価の結果、環境の保全のための措置の概要 

土壌 土壌汚染 (1)調査の結果 

事業予定地及び周辺において、平成 21 年 7 月に総水銀やダイオキシン類等を対象にして現地調

査（１回）を実施した。その調査の結果(概要)は次表のとおりである。ダイオキシン類を含むいず

れの物質も環境基準値を下回る低い濃度であった。 

地点 
総水銀 ｶﾄﾞﾐｳﾑ ふっ素 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

(mg/) (mg/) (mg/) (pg-TEQ/g) 

G1 綾部市十倉志茂町 ＜0.0005 0.001 <0.08 0.69 

G2 綾部市旭町 ＜0.0005 ＜0.001 0.28 0.78 

G3 同上 ＜0.0005 ＜0.001 0.09 1.6 

G4 同上 ＜0.0005 0.003 0.15 0.67 

G5 綾部市橋上町 ＜0.0005 0.003 <0.08 1.6 

環境基準値 0.0005 以下 0.01 以下 0.8 以下 1,000 以下 

注：上記以外の物質はすべて定量下限未満 

 

(2)予測の結果 

現況の土壌調査の結果及び大気質予測の結果に基づき施設の煙突排出ガスによる影響を検討し

た。 

現有施設からの煙突排出ガスが排出されている状況下で実施した現況の土壌調査の結果では、環

境基準値を大きく下回る低い濃度であることが確認されている。本事業では、現有施設と同等以上

の処理性能を有する高度な排出ガス処理設備を設置し、法令等で定められている定期的な排出ガス

検査を実施して規制基準を遵守すべく適正な維持管理に努めること、また、本事業の実施に伴う一

般環境の大気質予測の結果（最大着地濃度）は極めて低い寄与濃度であることから、大気汚染物質

の降下による土壌中への蓄積によって将来の土壌の状況を著しく悪化させることはないと予測さ

れる。 

 

(3)評価の結果 

施設の煙突排出ガスによる影響の予測の結果は、将来の土壌の状況を著しく悪化させるものでは

ない。 

また、本事業では、より一層の環境への負荷の低減に向けた環境の保全のための措置を積極的に

講じる計画である。以上のことから、土地又は工作物の存在及び供用に伴う環境への負荷について

は、実行可能な範囲で回避・低減が図られ、環境の保全に関する施策*との整合性も図られると考

える。 
*「環境基本法」等 

 

(4)環境の保全のための措置 

本事業では、土地又は工作物の存在及び供用において、より一層の環境への負荷の低減に向けて、

「大気質」の場合と同様な措置等を講じる計画である。（「大気質」参照） 
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表4.15 調査等の結果（12／16) 

環境要素 調査の結果、予測及び評価の結果、環境の保全及び創造のための措置の概要 

景観 主要な眺

望点及び

眺望景観 

(1)調査の結果 

事業予定地及び周辺において、平成21年8月及び平成22年2月に主要な眺望点の位置、分布状況、

利用状況等を対象にして現地調査（2季）を実施した。現地調査は、小浜綾部線（府道１号線）沿

いの２地点、最寄民家側の畑地、最寄工場搬出入道路沿い、京都縦貫自動車道丹波綾部線沿いの計

５地点を対象として実施した。また、法面の状況が現地調査時から変化していることを考慮し、P2

地点及びP3地点については補助点（P2地点は２地点、P3地点は１地点）を設定し、追加調査を平成

24年6月に実施した。事業予定地が視認できる地点は、P2地点（最寄民家側の畑地）とP3地点（小

浜綾部線（府道1号線）沿い）であった。 

 

(2)予測の結果 

事業計画等に基づく諸条件を設定して施設の工作物等の出現による影響を検討した。その予測の

結果（フォトモンタージュ）は次図のとおりである。 

P2地点は、地元住民が利用する事業予定地の最寄民家の畑地である。新たに出現する工作物のう

ち低い建屋はほとんどが植栽により隠れることから視野全体に占める割合は少なく、煙突は背景と

なる山の稜線を超えることはないと予測される。 

P3地点は、車の運手手やバス停の利用者からの視点となる道路である。新たに出現する工作物は

周囲の植栽によりその視認範囲が限定され、視野全体に占める割合は少なく、山の稜線上に出現す

る煙突等の視認範囲はわずかであり、高さも低いことから特に威圧感や違和感を与えるものではな

いと予測される。また、歩道や道路通過車両運転者に対しては、事務所棟前の生垣修景を行う計画

であり、違和感を与えるものにはならないと考えられる。 

    
 

 
 

(3)評価の結果 

事業予定地は、周辺を山々で囲まれているという地形上の特徴から、施設の全体及び一部が眺望

できる場所はごく近傍の一部に限られており、周辺住民以外の不特定多数が利用する眺望点は存在

しない。周辺住民が利用すると考えられる視点において、景観構成要素としての工作物等が出現す

るが、この視認範囲は局所的なものであり、これによる眺望景観上の著しい変化はないものと考え

る。したがって、事業予定地の周辺の景観に係る状況が著しく悪化することはないものと考える。

さらに、本事業では、より一層の環境への負荷の低減に向けた環境の保全及び創造のための措置（次

項参照）を積極的に講じる計画である。以上のことから、土地又は工作物の存在及び供用に伴う環

境への負荷については、実行可能な範囲で回避・低減が図られ、環境の保全及び創造のための措置

との整合性も図られると考える。 

 

P2地点-1 P2地点-2 

P3地点-1 
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表4.16 調査等の結果（13／16) 

環境要素 調査の結果、予測及び評価の結果、環境の保全及び創造のための措置の概要 

[続き] 

景観 

[続き] 

主要な眺

望点及び

眺望景観 

(4)環境の保全及び創造のための措置 

本事業では、土地又は工作物の存在及び供用において、より一層の環境への負荷の低減に向けて、

以下の措置等を講じる計画である。 

・ 工場棟や煙突は、周辺の地域景観との調和を図る。 

・ 工場棟や煙突は、清潔感のある外観、意匠、色彩に配慮する。特に、事業者の企業イメージカ

ラーは青と白であるが、本事業では周辺の里山景観との調和を図るため建物の屋根は青から緑

系色に、事務所棟の外壁は白からアイボリー系色に変更して、より落ち着きのある背後の山の

樹木と調和する色彩に工夫する計画である。 

・ 事業予定地内は、法面に自生している木々と一体的に工場敷地周りに地域植生と同種の樹種に

より、高木（5～6ｍ）及び低木（1～3ｍ）の緑地帯を設置する計画であり、また、事務所棟の

道路境界にも、生垣等の植栽を設けて、歩行者、通過車両へ配慮した緑地計画とする。なお、

工場棟敷地周囲の高木は将来的には高さ 10ｍ程度以上となる樹種とし、さらなる修景を図れ

るものとする。 

・ 煙突の白煙に関しては、排ガスの再加熱により広島総合工場に比べ軽減する。 
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表4.17 調査等の結果（14／16) 

環境要素 調査の結果、予測及び評価の結果、環境の保全及び創造のための措置の概要 

廃棄物

等 

廃棄物、

建設工事

に伴う副

産物（残

土等） 

(1)予測の結果 

①工事の実施 

事業計画等に基づく諸条件を設定して工事に伴う影響を検討した。その結果、建築･設備工事で

合計253t程度、土木工事で残土が約5,200m3程度、コンクリートガラが約48t程度、アスファルトガ

ラが2.5t程度、工事事務所の管理事務で7.4t/年程度の廃棄物等の発生が予測される。なお、本事

業では、廃棄物等の抑制に努めるとともに、分別排出された廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に

関する法律」等に基づき、再資源化や適正な処理･処分等に努める計画となっている。 

②土地又は工作物の存在及び供用 

事業計画等に基づく諸条件を設定して供用に伴う影響を検討した。その結果、飛灰が38.4ｔ/日、

脱塩灰が2.3ｔ/日、燃えがら（炉下不燃残渣）が3.7ｔ/日程度、施設の維持管理や補修工事でろ布

が5ｔ/5年、耐火物が146.5t/10年程度、脱硝触媒が5.2ｔ/5年、廃油が0.4t/年程度、管理棟の管理

事務で約3t/年程度の廃棄物の発生が予測される。なお、本事業では、廃棄物の発生抑制に努める

とともに、極力再資源化やリサイクルを進め、どうしても処分が必要なものは適正な処理･処分等

を行う計画である。 
 
(2)評価の結果 

①工事の実施 

工事に伴う影響の予測の結果は、コンクリートガラ、アスファルトガラ、金属くず等の分別を行

い、再資源化及び適正な処理・処分をする計画であり、混合廃棄物の発生量は極力抑えられると考

える。加えて、本事業の工事の施工計画段階では、残土の発生抑制として、土地の改変及び掘削が

必要最小限になるように造成範囲や計画地盤高の設定に配慮するとともに、発生した土砂は有効利

用も含めて適正に処理・処分するように指導を徹底する計画である。また、「廃棄物の処理及び清

掃に関する法律」等における事業者として果たすべき役割を踏まえ、廃棄物の発生抑制、再資源化

に向けて取り組む計画である。さらに、本事業では、より一層の環境への負荷の低減に向けた環境

の保全及び創造のための措置（次項参照）を積極的に講じる計画である。以上のことから、工事の

実施に伴う環境への負荷については、実行可能な範囲で回避・低減が図られ、環境の保全及び創造

に関する施策*との整合性も図られると考える。 

②土地又は工作物の存在及び供用 

供用に伴う影響の予測の結果は、施設の稼働に伴い飛灰、燃えがら（炉下不燃残渣）等が発生す

るが、飛灰は広島総合工場で溶融しスラグの資源化を行い、燃えがらは最終処分場において適正に

処理・処分する計画である。維持管理及び補修工事では、環境保全に配慮した適正な処理・処分を

行うため、その徹底等を契約仕様に明記して、請負業者へ法令遵守するように指導する計画である。

また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等における事業者として果たすべき役割を踏まえ、

廃棄物の発生抑制、再資源化に向けて取り組む計画である。さらに、本事業では、より一層の環境

への負荷の低減に向けた環境の保全及び創造のための措置（次項参照）を積極的に講じる計画であ

る。以上のことから、土地又は工作物の存在及び供用に伴う環境への負荷については、実行可能な

範囲で回避・低減が図られ、環境の保全及び創造に関する施策*との整合性も図られると考える。 
*「循環型社会形成推進基本法」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」等 

 
(3)環境の保全及び創造のための措置 

本事業では、工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用において、より一層の環境への負荷

の低減に向けて、以下の措置等を講じる計画である。 

①工事の実施 

・ 切土及び盛土のバランスを確保し、残土の発生を極力抑制する。 

・ 基準寸法の統一や工場加工資材の活用を励行する。 

・ 搬入資材梱包を可能な限り簡素化する。 

・ 処理・処分方法が異なる廃棄物の分別を徹底し、極力資源化を行い混合廃棄物の発生を抑制す

る。 

・ 過積載に対するチェック体制を強化し、指導を徹底する。 

②土地又は工作物の存在及び供用 

・ 施設の維持管理に伴い発生する産業廃棄物は、極力発生量の抑制に努めるとともに、適正に処

理・処分する。 

・ 廃棄物の焼却により発生する飛灰は、広島総合工場に搬出して工場内の溶融炉で適正に処理

し、発生する溶融固化物（スラグ）は、極力資源化等を図る。 

・ 残渣の搬出は、飛散防止のために覆い等を設けた適切な運搬車両を用いる。 

・ 廃棄物の有効利用を推進するため、分別排出を徹底し、職員や業者への周知徹底及び適切な指

導を行う。 
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表4.18 調査等の結果（15／16) 

環境要素 調査の結果、予測及び評価の結果、環境の保全及び創造のための措置の概要 

温室効

果ガス

等 

温室効果

ガス（二

酸化炭素

等） 

(1)予測の結果 

①工事の実施 

事業計画等に基づく諸条件を設定して工事に伴う影響を検討した。その予測の結果は次表のとお

りである。温室効果ガス排出量が最も多いのは1年次で約627,906kg-CO2/年であり、物質別にみる

と二酸化炭素が約621,332kg-CO2/年、メタンが約1,143kg-CO2/年、一酸化二窒素が約5,431kg-CO2/

年と予測される。 

年度 
二酸化炭素 メタン 一酸化二窒素 計 

(kg-CO2/年) (kg-CO2/年) (kg-CO2/年) (kg-CO2/年) 

1年次 621,331.7 1,143.1 5,430.6 627,905.5 

2年次 319,376.2 582.0 3,020.7 322,979.0 

注：数値は建設機械の稼働、工事用車両の運行に伴うものの合計値 

②土地又は工作物の存在及び供用 

事業計画等に基づく諸条件を設定して工事に伴う影響を検討した。その予測の結果は次表のとお

りである。定常時における温室効果ガス排出量は合計で約84,700,140kg-CO2/年であり、物質別に

みると二酸化炭素が約84,579,569kg-CO2/年、メタンが約5,714kg-CO2/年、一酸化二窒素が約

114,857kg-CO2/年と予測される。 

事業行為 
二酸化炭素 メタン 一酸化二窒素 計 

(kg-CO2/年) (kg-CO2/年) (kg-CO2/年) (kg-CO2/年) 

施設の稼働  82,257,459.0 4,754.2 95,073.6 82,357,286.8 

施設利用車両の運行 2,322,109.6 960.1 19,783.6 2,342,853.3 

合計 84,579,568.6 5,714.3 114,857.2 84,700,140.1 

 

 (2)評価の結果 

①工事の実施 

本事業における工事の実施に伴う温室効果ガス排出量予測結果は、1年次が627,906kg-CO2/年と最

も多く、物質別にみると二酸化炭素が約621,332ｋg-CO2/年、メタンが約1,143kg-CO2/年、一酸化二

窒素が約5,431kg-CO2/年となっている。この数値は、「京都府地球温暖化対策推進計画」における

目標年度（平成32年度）の対策後の温室効果ガス排出量である1,107万ｔ-CO2/年と参考比較すると、

その約0.00567％である。また、工事の実施にあたっては、先に示した措置を講じ、より一層の温

室効果ガスの排出の抑制に努める計画である。 

以上より、本事業では、温室効果ガスによる環境への負荷の低減に向けて、環境の保全及び創造

に関する施策との整合性は図られていると考える。 

②土地又は工作物の存在及び供用 

供用に伴う影響の予測の結果は、「京都府地球温暖化対策推進計画」における目標年度（平成32

年度）の対策後の温室効果ガス排出量である1,107万ｔ-CO2/年と参考比較すると、その約0.8％に

あたる。また、発電及び廃油の再生による削減効果は約41.7％になると試算され、京都府の削減目

標に整合している。さらに、「地球温暖化対策の推進に関する法律」を踏まえ、温室効果ガスの排

出の抑制に取り組んでいく計画である。そのため、本事業では、より一層の環境への負荷の低減に

向けた環境の保全及び創造のための措置を積極的に講じる計画である。以上のことから、土地又は

工作物の存在及び供用に伴う環境への負荷については、実行可能な範囲で回避・低減が図られ、環

境の保全及び創造に関する施策*との整合性も図られていると考える。 
※｢京都府地球温暖化対策条例」及び「京都府地球温暖化対策推進計画」等 

(3)環境の保全及び創造のための措置 

本事業では、工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用において、より一層の環境への負荷

の低減に向けて、以下の措置等を講じる計画である。 

①工事の実施 

・ 不要な照明の消灯等を積極的に行い、消費電力を低減するように指導を徹底する。 

・ 工事用車両や建設機械は、極力、省エネ型の機材を採用するとともに、始業前点検を十分に行

い、整備不良な機材等の使用禁止や適正な運転管理を遵守する。 

・ 工事用車両の敷地内外におけるアイドリング・ストップを励行する。 

・ 工事用車両の過積載防止に対する指導を徹底する。 

・ 工事用車両の走行にあたっては、制限速度の遵守、安全運転の励行、急発進・急加速・急ブレ

ーキの自粛等のエコドライブの推進を行うように指導を徹底する。 
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表4.19 調査等の結果（16／16) 

環境要素 調査の結果、予測及び評価の結果、環境の保全及び創造のための措置の概要 

[続き] 

温室効

果ガス

等 

[続き] 

温室効果

ガス（二

酸化炭素

等） 

②土地又は工作物の存在及び供用 

・ 廃油焼却発電の実施等、積極的なエネルギーの有効利用を行って場内利用を図る。 

・ 不要な照明の消灯、冷暖房温度の適正な設定等を積極的に行い、消費電力を低減する。 

・ 事業者は、「京都府地球温暖化対策条例」に従い「事業者排出量削減計画書」及び「温室効果

ガス排出量内訳書」を作成し、地球温暖化対策を推進する。 

・ 施設利用車両の走行にあたっては、制限速度の遵守、安全運転の励行、急発進・急加速・急ブ

レーキの自粛等のエコドライブの推進を行うように指導を徹底する。 

・ 今後、さらに廃油の再生技術の向上に努め、焼却廃油の削減を図るとともに、再生油による省

資源化に貢献するよう努力する。 
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